
 

 

意 見 書 

 

平成 21 年 7 月 21 日 

総務省  

「通信・放送の総合的な法体系に関する検討委員会」御中 
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「通信・放送の総合的な法体系の在り方＜平成２０年諮問第１４号＞答申（案）」に対し、下記の

通り意見を提出します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2009 年 7 月 21 日 

 

 

項  目 意  見 

４．コンテンツ規律  

 

（１）メディアサービス(仮)の範囲 

 

（４）「オープンメディアコンテンツ」に関する規律 

 

 

 

 

 

 

 

テレビ受像機へのインターネットサービスやパソコ

ンテレビが普及し、放送・通信の境目がどんどん

なくなりつつあると考えられます。 

これは、従来のお茶の間や子供部屋でのテレビ

の視聴形態が見逃し視聴や VOD サービスなどで

変化していくものと考えます。 

当委員会会員社は多チャンネルの多様性の一つ

として成人番組の放送を行い、放送文化の一翼

を担っております。放送にあたっては社会性を勘

案し自主倫理基準を設けて審査済番組を提供し

ています。 

放送と通信の融合が進む環境下、通信コンテン

ツは、違法、有害情報については、プロバイダ責

任制限法、青少年インターネット環境整備法等に

より対応されることは理解できますが、成人番組

においては、年齢制限及び証明、暗証番号の設

定等による青少年保護への厳しい対応をすべき

と考えます。 

また、番組内容も複数以上存在するパッケージ基

準と異なり、放送通信における自主的な業界基

準を統一すべきと考えます。 

 

 

 


